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税務課でも確定申告書が提出できます
問い合わせ　税務課　☎83-2119

　平成28年１月20日（水）から３月15日（火）までの間、
税務課でも確定申告書を提出できます。
※譲渡所得や譲渡所得の特例を含む申告については、税務課で
受けられない場合があります。

受付期間
○還付申告　１月20日（水）～３月15日（火）
○確定申告　２月16日（火）～３月15日（火）
　　　　　　※土日・祝日を除く
○開設時間　午前９時～午後５時（受付終了：午後４時30分）
★２月22日（月）、23日（火）は、午後８時まで受付時間
を延長します。（出入り口は役場庁舎１階ホール側です）
臨時受付会場
○開 設 日　２月18日（木）
○開設時間　午前９時～午後５時（受付終了：午後４時30分）
○設置場所　ふれあい交流館　会議室１
★２月18日は、税務課では受付しておりません。
申告に必要なもの
①収入を確認できるもの（主なもの）
給与所得の源泉徴収票（原本）、公的年金等の源泉徴収票
（原本）、事業所得・不動産所得のある方は収支内訳書など
②控除額の確認できるもの（主なもの）
・医療費控除…医療費の領収書など
　　　　　　　（病院、薬局、人ごとに整理が必要です）
・社会保険料控除…健康保険料の領収書・国民年金保険料
　　　　　　　　　控除証明書など
・生命保険料控除…支払額などの証明書
・地震保険料控除…支払額などの証明書
・寄附金控除…寄附の受領書
・障害者控除…障害者手帳
※その他の控除などについてはお問い合わせください。
③印鑑
④口座番号を確認できるもの（還付がある方）

確定申告会場のお知らせ
問い合わせ　旭川東税務署　☎23-6291

　旭川東税務署では、旭川中税務署と合同で、確定申告会
場を『旭川北洋ビル９階』に開設します。
　両税務署の庁舎内には確定申告会場を設置しておりませ
んので、ご注意願います。
○会 場：旭川北洋ビル９階（旭川市４条通９丁目）
○開設期間：２月１日(月)～３月1５日(火)
　　　　　　（土・日曜日、祝日を除く。）
○開設時間：午前９時～午後５時（受付終了：午後４時）
※会場が混雑している場合には、受付を早めに締め切るこ
とがあります。

○北洋ビル駐車場（有料）および会場周辺は大変混雑しま
すので、公共の交通機関をご利用ください。

○詳しくは、旭川東税務署（0166-23-6291）へおたずねく
ださい。

※いずれの電話番号も、自動音声でのご案内となります。

期間内にお早めに！ 確定申告
旭川東税務署 　☎23-6291

国税庁ＨＰ
　　http://www.nta.go.jp

○還付金がスピーディー
e-Taxで申告された還付申告は３週間程度で処理しています
○24時間いつでも利用可能
所得税および復興特別所得税の確定申告期間中は、24時間いつ
でも利用可能です（ただし、メンテナンス時間を除きます。）。
 e-Taxをご利用いただく前に
e-Taxの利用に際しては、個人番号カード又は住民基本台帳カー
ドに格納された電子証明書の取得や、ＩＣカードリーダライタ
の購入などの事前準備が必要です。
※住民基本台帳カードに格納された電子証明書は、その有効期
間内であれば継続して使用することができます。
もっと詳しい情報は
e-Taxホームページでは、利用開始の手続、利用可能時間、パソ
コンの推奨環境、e-Taxソフトの操作方法、よくある質問（Q&A）
など、e-Taxに関する最新の情報についてお知らせしています。
時間、パソコンの推奨環境、e-Taxに関する最新の情報につい
てお知らせしています。e-Taxの操作に関するお問い合わせは
『e-Tax・作成コーナーヘルプデスク（☎0570-01-5901）』まで

国税庁ホームページの
「確定申告書等作成コーナー」からe-Tax

　所得税および復興特別所得税・消費税および地方消費税・贈与
税の申告書は、国税庁ホームページの『確定申告書等作成コー
ナー』を利用して作成できますので、ぜひご利用ください。『確定
申告書等作成コーナー』の画面の案内に従って金額などを入力す
れば、税額などが自動計算され、作成した申告等データをe-Taxへ
送信することで、税務署に行かずに自宅から申告できます。
e-Taxをご利用いただくメリット
○自宅からネットで申告
『確定申告書等作成コーナー』で申告等データを作成し、e-Tax
へ送信することで、税務署に行かずに自宅から申告できます。
○添付書類の提出省略
確定申告をe-Taxで行う場合、医療費の領収書や源泉徴収票等は、
その記載内容（病院などの名称・支払金額など）を入力して送
信することにより、これらの書類の提出または提示を省略する
ことができます（法定申告期限から５年間、税務署から書類の
提出または提示を求められることがあります）。

旭川北洋ビル確定申告会場

税務課ともに

※申告書の作成には時間がかかります。長時間お待ちいた
だく場合がありますので、なるべくお早めにお越しくだ
さい。

※申告書は、国税庁ホームページ【www.nta.go.jp】の「確
定申告書等作成コーナー」で作成し、印刷して郵送など
により提出することができます。確定申告書の作成には
「確定申告書等作成コーナー」をぜひ、ご利用ください。
※申告書をご自身で作成される方は、確定申告会場に行か
ずに郵送などで提出することができます。

　（送付先：旭川東税務署　〒070-0026　旭川市東６条１
丁目２番15号）
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裕 さん

1959年生まれ　56歳
生活協同組合コープさっぽろ　
　　　　　　　　　専務理事
趣味：マラソン
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INTERVIEW
今月の花咲く話題

ゆるやかな見守りで
地域を支えたい















東神楽町図書館

新刊案内

New
books
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全町卓球大会
日　時　２月14日（日）
　　　　午前９時～午後２時
場　所　ふれあい交流館
参加料　600円（昼食代込）当日払
参加区分　ダブルス  ※１人でも参加可
■男女の区別なく、小学生以上
■ランクは１部（上級）～８部（初
心者）
■試合方法はブロッ
ク（４～５組）
　によるリーグ戦
■賞は各部１位、
　２位と参加賞
※親子・夫婦での参
加歓迎します

◆◆ 申し込み ◆◆
２月７日（日）までにこれっと総合
体育館またはふれあい交流館まで
※不明な点は、石田（☎83-4558）ま
でお問い合わせください

１/７(木)
➡２/11(木)

※気候状況により、オープンを延

期することがあります。

●場　所
東聖小学校グラウンド

●時　間
10：00～17：00

●利用料　無料

期間中の問い合わせ
管理棟　☎090-9757-4790

スケート靴の

無料レンタル

あります
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東神楽町図書館新刊
話を噛み合わせる技術 （横山 信弘）
文章添削の教科書 （渡辺 知明）
入門食育実践集
師走の扶持 （沢田 瞳子）
陽だまりの天使たち （馳 星周）
おとうさんぼくね… （長谷川 義史）
ふれあい交流館新刊
平気で他人を傷つける人 （片田 珠美）
暗号のポラリス （中山 智幸）
ぼく、仮面ライダーになる!ゴースト編
 （のぶみ）
ＪＡ文庫新刊
手編みのくつ下 （大内 いづみ）
重ねて火にかけるだけで絶品おかず  
 （ワタナベ マキ）
世界農業遺産
はなちゃん12歳の台所 （安武 はな）

■東神楽町図書館からのお知らせ
絵本を楽しむ会『おうまのおやこ』の絵
本よみきかせ会は１月23日(土)午前10
時30分からふれあい交流館で行います。

このほかにも、東神楽町図書館とふ

れあい交流館にも多くの図書が入荷

しています。ぜひお越しください。

『しろくまのパンツ』
ツペラ ツペラ/作　
（ブロンズ社）

しろくまさんが困っています。「ぼくの
パンツがなくなっちゃった！」。どんな
パンツをはいていたかも忘れてしまっ
たしろくまさん。はいていたのは、し
ましま柄？美味しそうなお菓子の柄？
いえいえ実は…。ページに穴が開いて
いて、次のページのパンツの柄がチラ
リと見えるしかけ絵本。しろくまさん
とお友達のねずみさんと一緒に、パン
ツ探しに出かけましょう。

１月の

スケートリンクが
オープンします。

予定
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消費者協会ちょこっと情報 
より安全に食べるために家庭でできるヒジキの調理法

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課

　ヒジキには比較的高濃度のヒ素が含まれていることがわかってい
ますが、注意が必要なのは無機ヒ素です。食品を通じて摂取したヒ
素による健康影響は認められていませんが、より安全に食べるため
に乾燥ヒジキを調理する際に水洗い・水戻し・ゆでこぼしなどをす
ることで無機ヒ素を減らすことができ、特に水戻し後にさらにゆで
る「ゆでこぼし」が有効な方法です。（水戻し５割減、ゆで戻し８割
減、ゆでこぼし９割減）
　食品安全委員会『食品中のヒ素に関する食品健康影響評価』（平
成25年）からの抜粋「日本において食品を通じて摂取したヒ素によ
る明らかな健康影響は認められておらず、ヒ素について食品からの
摂取の現状に問題があると考えていませんが、特定の食品に偏らず、
バランスの良い食生活を送ることが重要です」。
　詳しい情報は農林水産省ウェブサイト『農林水産省ヒ素』で検索

 新年交流研修会のご案内
　今年は旭川ガスショールームを見学します。最新のガスコンロを
使った調理体験、話題のガス発電「コレモ」など最新のエネルギー事
情について教えていただきます。ご自宅が都市ガスでなくても大丈夫
です。午後からは旭川美術館で「木と生きる　アイヌのくらしと木の
造形」を鑑賞予定です。どなたでも参加できます。
◆日　時：平成28年１月14日（木）
　　　　　午前９時20分　総合福祉会館出発　
　　　　　午前９時30分　ふれあい交流館出発　
　　　　　午後３時頃　　 帰町予定
◆参加料：会員1,500円　非会員2,000円　（昼食代、観覧料含む）
　　　　　※当日集めます
◆定　員：30名
◆申込み：平成28年１月７日（木）までに佐々

木（☎83-3973）または、三井（☎
83-2460）まで

　　　　　※役場では受け付けませんので、
ご注意ください。　    　

最近の消費者相談から 
電話勧誘で健康食品が送られて来た
～町内の高齢女性の場合
　電話で健康状態をたずねられ、と
ても良いものがあると勧められた。
たいして欲しいものではなかった
が、なかなか電話を切ることができ
ず、契約してしまった。送られて来
た商品は数ヶ月分あり未開封のもの
があったにもかかわらず、頻繁にか
かって来る電話で再度購入。同居す
る家族が気づいたものの代金は支払
済みだった。
　初めから販売目的を伝えて電話し
てくる事業者ばかりではありませ
ん。必要のないものははっきりと断
ることが肝心です。もし、契約して
しまったら一人で悩まずに、ぜひ相
談してください。

《旭川市消費生活センター》 
☎22-8228
 受付時間　平日午前９時～午後５時

（年末年始･祝日を除く）
《北海道立消費生活センター》
☎050-7505-0999 
受付時間　平日午前９時～午後４時30分

（年末年始･祝日を除く）
《東神楽消費者協会》　
☎83-2111（内線383）　 
受付時間　水曜午前10時～12時

東神楽

消費者協
会

からお知ら
せ

「障害者雇用納付金制度」の
対象事業主が拡大されました。

平成27年４月から、常時雇用している労働者数が100人を
超える事業主が対象になりました。平成28年４月から、平
成27年度雇用障害者数を基に障害者雇用納付金の申請を
行っていただきます。

■問い合わせ■
（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構北海道支部

高齢・障害者業務課（☎011-622-3351）

法人の申告は便利な
電子申告（eLTAX）をご利用ください！

法人道民税・事業税・地方法人特別税の申告、各種届出は
さらに利用しやすくなった電子申告（eLTAX）をご利用く
ださい。詳しくはeLTAX専用ホームページ（http://www.
eltax.jp）をご覧ください。

■問い合わせ■
上川総合振興局地域政策部

課税課事業税間税係（☎0166-46-5926）






